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猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画の改定の概要 

 

１ 現状や課題を踏まえた計画の方向性 

猪苗代湖においては、湖水の中性化に伴う自然浄化機能の低下及び水生植物

の増加などにより、平成 14 年度以降化学的酸素要求量（COD）の上昇傾向が継

続している。 

また、裏磐梯湖沼においては、現計画の水質保全目標は達成していないもの

の、適用される環境基準は達成し、水質は比較的良好な状態である。 

このような状況を踏まえ、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼の水質を長期的に維持す

ることや水辺地の生態系の維持などを総合的に捉えた水環境保全のための取

組を県民、事業者、県及び関係市町村等が連携して、一層進めていく。 

また、猪苗代湖の水環境保全のための調査研究を引き続き実施し、水質改善

に向けた取組を進めていく。 

２ 改定のポイント 

(1) 水質保全目標の見直し 

猪苗代湖の湖心の COD については、湖水の水素イオン濃度（pH）の上昇に

よる湖内での自然浄化作用の低下や水生植物の増加などによる上昇傾向が

見られるため、水生植物の増加による COD の上昇を抑えながら、猪苗代湖に

流入する人為的な汚濁物質を最大限削減した場合に達成可能と見込まれる

1.0mg/L 以下を目標とする。 

なお、水質保全目標の見直しの詳細については資料２－３のとおり。 

(2) 施策の体系の見直し 

ア 現計画の緊急施策「放射性物質からの環境回復」については、計画対象

地域における放射性物質濃度の低下がみられることから、県内全域を対象

としている福島県水環境保全基本計画に統合する。 

イ 水質保全効果が高く、喫緊に取り組むべきものを「重点的に取り組む施

策」とし、それ以外の長期的に取り組む事で水質保全効果が持続的に得ら

れるものを「その他の施策」として、現計画の項目別施策の中の個々の施

策のうち、重点的に取り組む施策に関連する施策を重点的に取り組む施策

に移すなど、施策の体系を整理する。 

施策の体系案については、次ページのとおり。 

(3) 強化する主な施策 

ア 生活排水対策として、窒素りん除去型浄化槽の設置促進に加え、既存の

ものを含め浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の受検などの適正な維持管

理の徹底を図る。 

イ 水質改善に向けた取組として、令和３年度から新しいビーチクリーナー

が稼働し、また、令和４年度から県所有の水草刈取船が稼働する予定であ

り、水生植物の回収を強化する。 

ウ 猪苗代湖流域における水生植物の資源循環に向けた取組を進める。 

資 料 ２ － ２ 
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エ 猪苗代湖に流入する河川において、生活系、農業系の排水による汚濁負

荷をより低減させるため、水質浄化施設による実証試験を行い、社会実装

に向けた検討を進める。 

オ 観光交流施設やインターネットなどを通じて、映像等を活用して猪苗代

湖流域の魅力の発信を強化する。 



■ 現行計画の施策の体系 ■ 改定後の施策の体系（案）

緊 急 施 策
放射性物質による環境汚染からの回復等
・水環境保全活動における安全の確保と情報の発信
・環境放射線等のモニタリング及び調査・研究

重 点 的 に 取 り 組 む 施 策
(1) 生活排水対策
(2) 水生植物による水質改善
(3) 観光地対策
(4) エコファーマーの育成と水環境に優しい農業の推進
(5) 県民が一体となった水環境保全活動

○ 放射性物質からの環境回復

○ 水環境保全目標の達成

項 目 別 施 策

A 自然汚濁・面的汚濁の低減

B 人為汚濁の低減

C 水辺地の環境の保全・整備促進

D 県民参加による水環境保全活動の活性化

E 水環境保全意識の啓発推進、地域交流・水文化の形成

F 水環境保全に関する調査研究等の充実

(1) 水源かん養機能の高い森林の育成や農地の保全
(2) 裸地・開発地などからの土砂等の汚濁負荷削減
(3) 市街地からの汚濁負荷の低減
(4) 河川などからの除伐草の流入防止
(5) 環境影響評価の実施

(1) 下水道・農業集落排水施設等の整備促進
(2) 工場・事業場排水対策の推進
(3) 畜産排水対策の推進
(4) 融雪防止剤の適正使用の推進
(5) 釣りのまき餌対策の推進や渡り鳥への安易な餌付け防止
(6) 水産養殖施設及び釣堀施設の適正管理

(1) 親水広場等の整備
(2) 水辺地の動植物の生息・生育環境の保護・育成
(3) 散乱ごみ・打ち上げごみ撤去活動の推進
(4) 景観と調和のとれた水辺地の環境の整備

(1) 家庭、地域での実践活動の促進、参加促進
(2) 水環境保全活動団体（ボランティア活動を含む）等の支援、育成
(3) 流域が一体となった水環境保全活動の推進
(4) 水環境保全のための基金の活用

(1) 環境教育の推進
(2) シンポジウムやセミナーの開催
(3) 水文化資源の保全、水辺地を活用した地域イベント等の開催

(1) 水質保全に関する調査研究等の推進
(2) 水辺地の環境に関する調査研究等の推進
(3) 総合的な拠点機能の充実
(4) 研究者の確保・育成

○ 水環境保全目標の達成

重 点 的 に 取 り 組 む 施 策

(1) 生活排水対策
・下水道、農業集落排水施設、窒素りん除去型浄化槽
整備促進

・浄化槽の設置、適正な維持管理の推進
(2) 水生植物による水質改善

・水生植物の回収
・回収した水生植物の堆肥化の検討

(3) 水環境にやさしい農業の推進
・農業者の水環境保全に関する関心の向上
・農業技術指導、機械導入支援

(4) 県民が一体となった水環境保全活動の活性化
・水環境保全活動の継続
・水環境保全活動団体への支援

(5) 水環境保全に関する調査研究等
・水生植物回収等による汚濁負荷削減効果調査
・流入河川の汚濁負荷削減のための水質浄化試験

そ の 他 の 施 策

(1) 水源かん養機能の高い森林の育成や農地の保全
・間伐を重点とした保水性の高い森林の造成
・林業を支える担い手育成・確保

(2) 裸地・開発地、市街地などからの汚濁負荷削減
・植林などによる裸地の緑化
・除じんスクリーンの利用拡大

(3) 工場・事業場排水対策の促進
・排水処理施設の維持管理、監視の充実
・排水処理施設の整備支援

(4) 観光地対策
・観光施設等に対する下水道等への接続促進
・キャンプ場等排水処理浄化設備設置指導

(5) 猪苗代湖及び裏磐梯湖沼流域の魅力向上
・猪苗代湖流域の魅力に関する映像による普及啓発
・親水広場等の整備推進

(6) 水辺地の動植物の生息・生育環境の保護・育成
・「水環境保全区域」の適正な保全
・水辺地の多様な生物生育・生息環境の保全

(7) 散乱ごみ・打ち上げごみ撤去活動の推進
・ゴミ散乱防止、ポイ捨て禁止等の啓発
・水環境保全活動の継続

(8) 環境教育等の推進
・「せせらぎスクール」などの活動支援
・猪苗代水環境センターを活用した環境学習会の実施

排 水 対 策

統 合

統 合

観光客から
生じるごみ

統 合

統 合

統 合

終了

※ 当該計画の対象流域は、他の地域
と比較し放射性物質の濃度が低いこと
から、水環境保全基本計画に統合

情報発信（魅力発信）

統 合

統 合

統 合

※各項目内の具体的な取組は主なものを記載。- 3 -
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